
手続きについて

保護者は以下のとおり、手続きを行います。

詳細な
献立表
対応

完全弁当
対応

一部弁当
対応

代替食
対応

保護者と学校関係
者の面談
個別取組プランの
作成

給食の対応検討

学校生活管理指導
表、食物アレルギー
申請書類の提出

給食の全部または
一部が食べられな
い

提出されない場合

食物アレルギーの有無
食物アレルギーに関する調査の実施

小学校（入学時）：就学時検診時に調査を実施（健康診断票）

中学校（入学時）：体験入学または入学説明会時に調査を実施

在校生：毎年対応の見直しの調査を行う。（１１月ころ）

食物アレルギーあり 食物アレルギーなし

通常の給食を提供

通常の給食を
食べることができる


